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伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針の体系(平成 22（2010）年) 

Ⅰ．基本的な考え方 

・「人権教育・啓発推進法」 

・国の基本計画、県の推進指針等 

・伊丹市総合計画／伊丹市の関連計画 

 

  ・人権教育・啓発を巡る内外の動き 

・「人権教育のための国連 10年」伊丹市行動計

画の成果と課題 

・市民意識の現状(市民意識調査結果) 

           ▽                    ▽ 

【人権の概念】 すべての人間が、人間の尊厳に基づいて持っている固有の権利 

【人権の尊重】 自己の人権のみならず他者の人権についても正しく理解し、自己の権利の行使に伴う

責任を自覚して、人権を相互に尊重し合う ＝ 人権の共存 

【人権教育・啓発の基本的視点】 ①人権尊重のまちづくり ②発達段階等をふまえた効果的な方法の

選択 ③行政・市民・事業者の役割及び連携・協力による推進 ④自主性の尊重と中立性の確保 
 

▼ 

Ⅱ．人権教育・啓発推進の方策 

人権の普遍的な視点から 

の取組 

 ①命の大切さの実感 

 ②自尊感情の育成 

 ③個性の尊重 

 ④社会とのつながりを通し

て共に生きること 

 さまざまな人権課題への 

取組 

女性  子ども  高齢者 

障がい者  同和問題 

外国人  ＨＩＶ感染者等 

高度情報化の進展に伴う人権問題 

 他  

 人権を守る取組 

(人権相談) 

①相談体制の充実 

②相談担当者の資質の向上 

③相談内容の施策等への反

映  

Ⅲ．あらゆる場における推進 

保育所(園)・幼稚園・学校 ／ 家庭・地域・職域 ／ 職員研修 
 

▲ 

Ⅳ．総合的・効果的な推進 

①全庁的な推進体制 (伊丹市人権教育・啓発推進本部) 

 ②関係機関等との連携・協力、市民の参画と協働  (法務局、伊丹人権擁護委員協議会、伊丹市人権・同和

教育研究協議会、伊丹市人権啓発推進委員、伊丹市人権教育・啓発推進会議 等) 

 ③人権啓発センターの取組 (人権啓発の拠点施設としての機能) 

 ④内容・方法の充実 

 ⑤進捗評価及び見直し 



2 

 

はじめに 

本市では、様々な人権課題に対応する今後の人権教育・啓発の基本的な方向及びその体

系を明らかにするものとして、平成２２(２０１０)年１０月に伊丹市人権教育・啓発推進

に関する基本方針(以下、「基本方針」という。)を策定しました。基本方針は、伊丹市総

合計画を上位計画として、本市の他の計画と連携しながら人権教育・啓発を推進するもの

です。基本方針に掲げる施策・事業については、毎年度、その成果や課題を検証すること

としています。 

本書は、基本方針に基づく年次報告書として、本市が令和３(２０２１)年度に講じた人権

教育・啓発に関する施策について取りまとめています。主な取組は、令和３(２０２１)年度

行政評価の評価対象となっているものを中心として、特に人権教育・啓発に関わりのある事

務事業を取り上げています。令和３（２０２１）年度 進捗状況の概要は、４ページのとお

りです。 

様式の見直し 

令和４（２０２２）年６月に基本方針を改訂しました。これに伴い、本書「伊丹市人権教

育・啓発白書」についても、今後の人権施策の取組ついて、PDCA サイクルを着実に推進し

ていくために、様式を改訂しました。主なポイントとしては、従来の主な取組に加え、「成

果と課題」、「課題を踏まえた R4(2022)年度の取組」を掲載し、PDCAが明確となるようにし

ました。  

また、改訂した基本方針の「人権教育・啓発の基本的な方策」及び「人権擁護に関する基

本的な方策」に該当する項目番号を記載しております（下図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4（2022）年度の所管課名を記載 

第 6次伊丹市総合計画に該当する実施施

策・事務事業を記載 

 今までは取組のみを掲載していましたが、

PDCAサイクルを着実に推進していくために、

新たに「成果及び課題」「課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組」を記載 

参考に改訂した基本方針の「人権教育・啓

発の基本的な方策」及び「人権擁護に関する

基本的な方策」に該当する号を記載 

（次ページに、各方策の項目名を記載）  

（様式例） 

主な項目ごとに総評を記載 
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※参考  

各表の下段には、令和４（２０２２）年６月に改訂した基本方針の定める「人権教育・

啓発の基本的な方策」及び「人権擁護に関する基本的な方策」の内、該当する項目番号を

参考として表記しています。 

伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針（令和４（２０２２）年６月改訂）に

定める基本的な方策 

 

人権教育・啓発の基本的な方策 

(1) 多様な市民に届く教育・啓発の推進 

(2) 子どもへの人権教育の推進 

(3) 人権擁護につながる人権教育・啓発の推進 

(4) 職員の人権意識・知識の更なる向上 

(5) 人権教育・啓発の正しい知識の更新 

 

人権擁護に関する基本的な方策 

(1) 市民に身近な人権相談へ 

(2) 複合的な課題に対応する人権擁護の視点を全ての施策へ 

(3) 居場所づくりと人権相談との連携の促進 

(4) 相談員その他相談に関わる職員の更なる質の向上 
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令和３(２０２１)年度に実施した人権教育・啓発の取組 

本市における人権教育・啓発は、同和・人権・平和課や人権啓発センター、教育委員会

事務局人権教育室を中心とし、それぞれの部局においてもその所掌事務と関連した人権に

関わる各種の教育・啓発活動を行っています。また、人権擁護委員や伊丹市人権・同和教

育研究協議会等の市民団体の参画や協働を得て、人権に関わる様々な活動を展開していま

す。 

 

１．人権全般 

   新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、差別を許さない都市宣言制定記

念市民集会の中止や人権フェスティバルの規模縮小など、通常どおりの開催ができ

ない事業もあったが、デジタルを活用したオンライン配信などを実施するなど、啓

発の手法を工夫して、広く市民に啓発や人権を学べる機会を提供しました。 

   人権教育指導員や人権啓発推進委員においては、研修会実施の際は人数制限等な

どの感染対策を講じた結果、前年度に比べて派遣・実績回数が伸び、市民への人権

教育・啓発を推進しました。 

 

 ①差別を許さない都市宣言制定記念市民集会 

所管課 人権教育室 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271020 人権教育・啓発推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため、差別を許さ

ない都市宣言制定記念市民集

会を中止したが、同市民集会

実行委員会が市民集会への意

義や目的を発信するメッセー

ジ動画を作成し、配信。 

（成果） 

「差別を許さない都市宣

言」の意義や実行委員会の

意義や目的を届けるため、

デジタルを活用し、広く市

民に啓発することができ

た。 

（課題） 

差別を許さない都市宣言

の市民認知の更なる広がり

と、人権を学ぶ機会として

周知啓発が必要である。 

差別を許さない都市宣

言の市民認知の更なる広

がりと人権を学ぶ機会と

して、周知啓発を図る。 

市民集会において、多く

の市民の参加が得られる

よう、啓発手法の工夫を図

り、実施していく。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (3)、(4) 

 

 



5 

 

②第１７回 人権フェスティバル 

所管課 同和・人権・平和課/人権啓発センター/人権教育室 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271020 人権教育・啓発推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・人権関係の市民団体、企業

等で構成される実行委員会と

市の共催で人権フェスティバ

ルを実施。 

・人権講演会はオンライン中

継を併用し、コロナ禍での安

全・安心な事業運営を展開。

オンライン参加者 11人。 

・展示発表は 7 日間開催し、

市民団体や人権啓発センター

によるパネルや各種資料を展

示。参加者数 228人。 

 

 

 

（成果） 

オンライン中継を導入す

ることにより、会場以外で

も安心して参加できるよう

工夫を行い、より多くの市

民が人権について学習する

ことができた。 

（課題） 

コロナ禍で事業規模を縮

小せざる得ない状況が続い

ているが、従来の企画（グル

ープワーク、ウォークラリ

ー）や新しい企画について

も、実行委員会の中で検討

する必要がある。 

 コロナ禍の状況を踏ま

えつつ、市民が集い、人権

について学び、語り合える

啓発事業となるよう、実行

委員会と連携し実施する。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (3)、(4) 

 

③人権啓発標語 

所管課 人権教育室 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271020 人権教育・啓発推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・様々な人権問題について、

市民から市民への呼びかけと

なる人権啓発標語の募集。応

募数 2,283件。 

 

 

（成果） 

市民一人ひとりが人権問

題を自らの課題として受け

止め、人権の大切さについ

て理解を深める機会を提供

することができた。 

（課題） 

入選作品を掲載した「人

権啓発標語ポスター」を活

広く市民に呼びかけ、募

集を図るとともに、学校園

や市内公共施設等に人権

啓発標語ポスターを掲示

し、啓発していく。 
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用し、広く市民に啓発を図

っていく必要がある。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

④人権作文・ポスター 

所管課 人権教育室 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271020 人権教育・啓発推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・様々な人権問題について、

次代を担う小・中学生が、人

権に関わる作文やポスターの

表現活動を通して、人権を考

える人権作文・ポスターの募

集。作文応募数 5,354 件、ポ

スター応募数 931件。 

（成果） 

人権尊重の重要性や必要

性についての理解を深める

とともに、豊かな人権感覚

を身につける機会を提供す

ることができた。 

（課題） 

児童生徒だけでなく、広

く市民に「人権週間記念作

文集」の周知啓発を図って

いく必要がある。 

広く児童生徒に呼びか

け、募集を図るとともに、

差別を許さない都市宣言

制定記念市民集会等のイ

ベントでの掲示や、人権週

間にあわせ、人権作文・ポ

スターを掲示し、啓発して

いく。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

⑤人権教育指導員 

所管課 人権教育室 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271020 人権教育・啓発推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・就学前教育、学校教育、お

よび社会教育における人権教

育に識見がある市民等を人権

教育指導員に委嘱し、学校・

地域・団体からの希望に応じ

て、研修等の講師や助言者と

して派遣。派遣回数 55回。 

（成果） 

 様々な場所でコロナ禍で

も実施できるよう感染対策

等の工夫がなされた結果、

前年度実績 17回に比べ、派

遣回数は伸び、様々な機会

を通じて、市民等に人権を

「伊丹市人権教育指導

員派遣のしおり」を学校・

地域・団体などに呼びか

け、人権教育指導員派遣事

業の周知を図る。 
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学ぶ機会を提供できた。 

（課題） 

 研修会など、学校・地域・

団体に様々な人権問題を学

ぶ機会を提供していく必要

がある。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (3)、(4) 

 

⑥人権啓発推進委員 

所管課 人権教育室 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271020 人権教育・啓発推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・地域における人権啓発活動

を推進するため、小学校区ご

とに啓発活動に取り組む市民

を人権啓発推進委員に委嘱

し、委員はそれぞれの地域で

人権研修会等を企画。開催回

数 3回 

（成果） 

コロナ禍の中でも実施で

きるよう感染対策等を工夫

した結果、前年度 0 回に比

べ実績が伸び、市民等に人

権を学ぶ機会を提供でき

た。 

（課題） 

 様々な人権問題について

の現状と課題について学ぶ

学習会の内容の充実が必要

である。 

 引き続き、人権啓発推進

委員の人権知識の向上を

図るための学習会を実施

していく。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

⑦視聴覚教材の貸し出し 

所管課 人権啓発センター/人権教育室 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271030 人権啓発センター管理運営事業 

271020 人権教育・啓発推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・視聴覚教材の貸出 （成果） 市民が幅広く人権学習
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学校・家庭・地域・職場等で

の自主的な人権学習の教材と

して、啓発ビデオ・ＤＶＤの

貸出。 

・「新型コロナ」、「性的マイノ

リティ」に関する教材を新規

購入し、ライブラリーを充実。 

（人権啓発センター） 

利用件数 47 件 

（人権教育室） 

利用件数 127件 

前年度に購入したＤＶＤ

「防ごう！リモートワーク

のハラスメント」の利用件

数が令和 3（2021）年度の年

間件数の約半数を占め、時

代に即した新たな人権課題

に焦点を当てた教材を活用

して、多くの市民が自ら学

べる機会を提供することが

できた。 

（課題） 

今後も様々な人権課題に

対応した教材の収集を行う

とともに、貸出事業（ライブ

ラリー）の更なる PRを行う

必要がある。 

ができるよう、教材の充実

とライブラリーの存在を

PRし、家庭や地域等での自

主的な人権学習の機会を

提供し、利用者の増加を図

っていく。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

⑧平和推進事業 

所管課 図書館 

実施施策 262 図書館サービスの充実 

事務事業 262013 図書館本館・西分室管理運営事業 

262020 図書館南分館管理運営事業 

262030 図書館北分館管理運営事業 

262040 図書館神津分館管理運営事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・戦争や平和に関する図書展

示や、平和に関する絵本のお

はなし会（2回、計 23名参加）

を実施。 

 

 

 

（成果） 

毎年の恒例行事として、

市民に平和の尊さを伝える

ことができた。 

（課題） 

「おはなし会」など、絵本

の内容等によっては、参加

者数が少ないイベントもあ

り、広報や実施形態の工夫

が必要である。 

平和啓発を進め、市民認

知を広げるべく事業を推

進する。多くの市民に参加

いただけるよう、広報や実

施形態の工夫を図り、平和

の尊さを伝えていく。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 
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人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

所管課 公民館 

実施施策 261 多様な学習機会の提供 

事務事業 261050 講座等生涯学習活動支援事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

紛争地の生活状況等の理解

を深めることで平和の大切さ

の意識向上を図るため、以下

の取組を実施。 

・平和パネル展 754人来場（7

月‐8 月）。 

・平和トークショー 24 人参

加（7 月）。 

・平和映画会 59人参加（8月） 

・平和講演会 67 人参加（8

月）。 

・オンライン料理教室＆トー

クショー 22 人参加（7 月、12

月、1 月）。 

（成果） 

展示、映画、トーク、オン

ライン等、様々な手法で事

業を実施し、広く市民に学

習の機会を提供することが

できた。 

（課題） 

10～20 代をターゲットに

オンライン事業を実施した

が、参加者が少なく、その年

代の参加者がいなかった。

若い世代に参加してもらえ

るよう、PR の工夫が必要で

ある。 

若い世代に参加しても

らえるよう PR の工夫を図

り、様々な内容、手法で平

和について考える機会を

提供していく。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

所管課 同和・人権・平和課 

実施施策 291 多文化共生・平和の推進 

事務事業 291050 平和啓発事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・パネル展、講演会、映画会、

カリヨンコンサートなど、多

様な平和事業を開催。延べ参

加者数等 2,869 人（通年） 

・ロシアのウクライナ侵攻を

受け、抗議文の発送、ライト

アップ、ウクライナ国歌の演

奏を実施（3 月）。 

(成果) 

多様な方法で平和事業を

開催し、市民に平和の大切

さを啓発することができ

た。 

(課題) 

次世代への平和意識の継

承が課題である。 

多様な方法で平和啓発

を行うとともに、若い世代

に平和の大切さを継承で

きるような取組みを行う。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 
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人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 
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２．さまざまな人権課題への取組 

 

（１）女性 

様々な場面や機会を通じて、男女の人権を尊重する男女共同参画の視点について、

人権教育・啓発を推進していくため、第 3期伊丹市男女共同参画計画を策定し、男女

共同参画社会の実現に向けた施策の推進体制を整備し、雇用の場における男女共同

参画を協議・実践するため、ネットワークを立ち上げるなど男女平等を推進しました。  

また、DV 被害者に寄り添った支援の実施や、啓発事業においては、若年者への啓

発を重点的に実施するなど、人権教育・啓発及び人権擁護に取り組みました。 

 

   ①男女共生教育及び生涯学習等の推進 

所管課 学校指導課 

実施施策 244 教職員の資質向上 

事務事業 244030 教職員指導力研修等事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・「男女共生教育ハンドブッ

ク」の活用等を含む、人権教

育担当者会の実施（6月）。 

・各学校においては、性別に

とらわれず様々な仕事に就く

ことができることや毎日の生

活に何気なく組み込まれてい

る男女のあり方に気付くこと

ができるような男女共生教育

の推進（通年）。 

 

 

（成果） 

小・中学校の各人権教育

担当者会にて、年度当初に

男女共生に関する資料の

確認を行い、取組を進めて

いくことについて共通理

解することができた。 

（課題） 

今後も性別にとらわれ

ることなく、一人ひとりが

力を発揮できるよう、継続

して男女共生の視点に立

った教育に取り組む必要

がある。 

男女の人権を尊重す

る、男女共生の視点に立

った教育を今後も継続

して推進していくとと

もに、教職員への研修と

保護者への啓発に努め

る。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

②女性の人権を尊重し、男女平等を推進する活動等の支援 

所管課 男女共同参画課 

実施施策 281 男女共同参画の推進 

事務事業 281013 男女共同参画施策推進事業 

281030 男女共同参画センター管理運営事業 
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R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

男女共同参画を推進するた

め、以下の取組を実施。 

・男女共同参画審議会を設置

し、市民意識調査の結果を基

礎資料としながら、第 3 期伊

丹市男女共同参画計画を策

定。 

・男女共同参画センターここ

いろを拠点として、男女共同

参画の推進や女性への暴力を

はじめとするあらゆる暴力の

防止、女性のための就労支援、

心と身体の健康等をテーマに

各種事業を実施。 

（成果） 

第 3 期伊丹市男女共同

参画計画を策定し、男女共

同参画社会の実現に向け

た施策の推進体制を整備

した。 

男女共同参画センター

の各種事業の実施により、

着実に利用者が増えてい

る。 

（課題） 

市民、団体及びグループ

等との更なる交流・連携が

必要である。 

第 3期伊丹市男女共同

参画計画の周知と推進

を図る。 

男女共同参画センタ

ーの指定管理者と定期

的に打ち合わせを行い、

時勢を捉えた啓発事業

になるように協議して

いく。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (3) 

 

   ③政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

所管課 人事課 

実施施策 281 男女共同参画の推進 

事務事業 ― 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・管理職への登用について

は、性別によることなく適材

適所の配置を実施。管理職総

数に閉める女性割合 27.2％

（令和 3 年 4月 1日現在）。 

（成果） 

ライフステージに応じ、

育児・介護等の事情によっ

てその機会が奪われるこ

とのないよう、環境整備及

び各種制度の周知を行っ

てきた結果、女性管理職の

割合について一定水準を

維持することができた。 

（課題） 

今後はさらなる環境整

備及び周知啓発を図ると

ともに、中堅職員の管理職

昇任意欲を高めていく必

女性管理職の割合に

ついて、今年度の水準の

維持・向上を図るととも

に、職員広報にて昇任意

欲の向上に資する情報

を発信していく。 
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要がある。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

   ④雇用の場における男女平等のための啓発 

所管課 男女共同参画課 

実施施策 281 男女共同参画の推進 

事務事業 281013 男女共同参画施策推進事業 

281020 男女共同参画啓発事業 

281030 男女共同参画センター管理運営事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

事業所に対する男女共同参

画を推進していくために、以

下の取組を実施。 

・市内の 2 事業所に対し、男

女共同参画推進事業所として

表彰。 

・市内の事業者と伊丹市男女

共同参画推進ネットワーク事

業を立ち上げ、会議等を実施。 

・男女共同参画センターによ

る事業者を対象とした女性活

躍推進のための講座を実施。 

（成果） 

雇用の場における男女

共同参画を協議・実践する

ため、ネットワークを立ち

上げ、雇用の場における男

女平等を推進することが

できた。 

(課題) 

事業者の男女共同参画

についての実態把握を精

力的に行う必要がある。 

男女共同参画推進ネ

ットワークにおいて、事

業者と会議等により実

態把握を行い、研修やワ

ークショップ等を実施

していく。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

    

⑤女性に対する暴力への対応 

所管課 男女共同参画課 

実施施策 282 DV防止対策の推進 

事務事業 282010 ＤＶ対策事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

女性に対する暴力防止を図

るために、以下の取組を実施。 

・配偶者暴力支援センターに

よる被害者支援を実施（相談

件数 1092件うち DV相談 1062

（成果） 

被害者に寄り添った支

援を実施でき、啓発事業に

おいては、重点的に若年者

への啓発ができた。 

時期の見直しや手法

を工夫し、自助グループ

育成支援に取り組む。 
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件）。 

・市立伊丹高等学校及び県立

伊丹西高等学校の生徒に対す

るデート DV 講演会を実施。 

・被害者支援に関わる職員に

対する DV 防止セミナーの実

施。 

・女性への暴力をなくす週間

（R3.11.12～11.25）にパネル

展等の啓発事業の実施。 

・自助グループ育成のための

連続講座を実施。 

（課題） 

自助グループの立ち上

げには至らなかったので、

自助グループ育成支援を

実施する。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 

 

   ⑥相談体制の充実と周知 

所管課 男女共同参画課 

実施施策 281 男女共同参画の推進 

事務事業 281013 男女共同参画施策推進事業 

281030 男女共同参画センター管理運営事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

女性の人権を守る相談対応

として、以下の取組を実施。 

・新型コロナウイルス感染症

による孤独・孤立のための相

談事業であるよりそいサポー

ト事業を実施（30件）。 

・男女共同参画センターにお

いて女性を対象とした以下の

各種相談を実施。 

電話相談（154件） 

法律相談（27件） 

カウンセリング（158件） 

就労支援相談（16件） 

チャレンジ相談（22件） 

（成果） 

平日夜間と日曜にも相

談を実施し、女性の様々な

悩みに関する相談に対応

することができた。 

（課題） 

相談事業の更なる周知

が必要である。 

相談窓口の周知を図

り、利用者の増加に努め

る。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 
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（２）子ども 

子どもの人権尊重のため、子どもの権利に関する教育・啓発や、幼児児童生徒の発

達段階や実態に応じて教育活動全体を通じた学習を通じて、命を大切にする心や自

尊感情等を育成しました。また、児童虐待防止等のための連携促進や、インクルーシ

ブ教育の推進など、人権教育・啓発及び人権擁護に取り組みました。 

 

①子どもの権利に関する教育・啓発の推進 

所管課 学校指導課 

実施施策 241 知・徳・体の調和のとれた児童生徒の育成 

事務事業 241180 伊丹市生徒会活性化推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・児童生徒の実態に即し、総

合的な学習の時間や特別の教

科道徳で、子どもの権利の趣

旨を踏まえた学習の実施（各

学校において実施）。 

・各中学校の生徒会の代表者

が参加する「伊丹市中学校生

徒会リーダーズセミナー」の

実施（8月）。 

・市内小・中・高・特別支援

学校の全児童生徒へ「みんな

で学ぼう！子どもの権利条

約」リーフレットの配布（7

月）。 

（成果） 

権利そのものについて

の学習や自治的、協働的な

活動の中で子どもの権利

に関して実感を伴った理

解を深めることができた。 

（課題） 

子どもたちが権利や義

務について主体的に考え、

自他の権利を尊重できる

ような取組を進める必要

がある。 

中学校生徒会リーダ

ーズセミナーのような

自治的、協働的な活動や

特別の教科道徳を中心

とした学習活動を継続

し、自他の権利や果たす

べき義務に関する取組

を進める。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

所管課 保健体育課 

実施施策 252 安全・安心な教育環境の充実 

事務事業 252020 子どもの安全対策推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・市内小学校 4 年生を対象に

CAP講習会を実施（16 校）。 

（成果） 

危機対応能力育成や、

「安心」「自信」「自由」の

3つの権利を守ることを目

指し、児童の自尊感情の育

児童の危機対応能力

や自尊感情の育成を図

るため、関係機関と連携

をとりながら開催方法

や内容を工夫する。 
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成を図ることができた。 

（課題） 

開催方法・内容等を検討

する必要がある。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (2)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

   ②幼児・児童・生徒への人権教育等の推進 

所管課 学校指導課 

実施施策 241 知・徳・体の調和のとれた児童生徒の育成 

事務事業 241160 トライやる・ウィーク｣推進事業 

241200 小学生の自然体験事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・各学校園において、「伊丹市

人権教育基本方針」に沿って、

命を大切にする心や自尊感情

等「生きる力」を育成するた

め、幼児児童生徒の発達段階

や実態に応じて教育活動全体

を通じた学習の実施（通年）。 

・各小学校において、アイマ

スクと白杖を使ったり、車い

すを使って移動したりする体

験活動を通して、共に生きる

社会についての学習（各小学

校において実施）。 

（成果） 

幼児児童生徒の発達段

階や実態に応じて教育活

動全体を通じた学習を通

じて、命を大切にする心や

自尊感情等を育むことが

できた。 

（課題） 

コロナ禍においても、事

前指導、事後指導を含めて

活動内容を充実させると

ともに、教育効果を高める

ことを意識した取組を充

実させる必要がある。 

「生きる力」を育成す

るため、体験活動だけで

なく、事前・事後学習に

ついても計画的、意図的

に行い、教育効果を高め

る取組を進める。 

総合的な学習の時間

やすべての教育活動を

通じて、共に生きる社会

についての学習を進め

る。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

   ③児童虐待防止の取組 

所管課 こども福祉課 

実施施策 211 子どもの虐待防止体制の整備 

事務事業 211020 児童虐待防止事業 

211030 こんにちは赤ちゃん事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 
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・伊丹市要保護児童対策地域

協議会のもと、代表者会議・

実務者会議をそれぞれ開催す

るとともに、個別ケース検討

会議（102回、）、協議会の構成

員を対象とした児童虐待対応

専門研修会（2 回、100名）を

実施。児童虐待報告を 316 件

受理し、処遇検討会議を開催

して早期に対応。 

・周知啓発として、児童虐待

防止推進月間中に中心市街地

に啓発用の横断幕を掲示した

他、「広報伊丹」にも虐待防止

啓発の特集を掲載。子育てに

悩む保護者を対象とした市民

向け講座（2 回、87 人参加）

を実施。 

・対応に苦慮するケースに対

する適切な対応方法や機関連

携のあり方について、スーパ

ーバイザーを招聘。スーパー

ビジョン回数 13回。 

・こんにちは赤ちゃん事業と

して、養育者の育児不安や虐

待の恐れのある家庭の早期発

見と支援を行うため生後 4 か

月までの乳児のいる家庭を訪

問（977件）。 

（成果） 

関係機関と児童虐待の

防止、再発への支援に努め

ることができた。 

 関係機関へ児童虐待の

理解を深めてもらうため

の研修会では多くの参加

があり、理解を深めること

ができた。 

 児童虐待は前年度に比

べ減少しているが、認知し

た虐待については、早期対

応に努め、必要に応じて川

西こども家庭センターと

連系し、適切な対応を図る

ことができた。 

 市民向け講座を実施し、

児童虐待防止の啓発に繋

げることができた。 

 こんにちは赤ちゃん事

業においては、新型コロナ

ウイルス感染症による緊

急事態宣言などで訪問を

控えることも多かったが、

適切な訪問をすることが

できた。 

（課題） 

 児童虐待のおそれのあ

る児童から困難を抱える

妊産婦など、幅広い相談に

適切に対応するため、職員

の更なる資質向上が課題

である。 

児童虐待においては、

早期発見・早期支援の対

応が求められるので、今

後も各関係機関と協力・

連携し支援を行ってい

く。 

 研修会を開催するこ

とで、各関係機関の虐待

に対する理解を深める

ことができ、早期発見に

つながるものと考えて

いるので、継続してい

く。 

 市民向けの講座につ

いても、虐待防止の啓発

活動として、継続してい

く。 

スーパーバイザーを

定期的に招聘し、対応に

ついての検証や助言を

受け、職員の資質向上を

図っていく。 

 こんにちは赤ちゃん

事業においては、新型コ

ロナウイルス感染症の

感染状況に注視しなが

ら、民生委員による訪問

を継続していく。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 

    

④いじめ問題への対応 

所管課 総務課/こども福祉課 

実施施策 241 知・徳・体の調和のとれた児童生徒の育成 

事務事業 241170 伊丹市いじめ・不登校総合対策推進事業 
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R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・「伊丹市いじめ問題に関す

る第三者調査委員会」は非常

設であり、重大事態に係る学

校あるいは対策審議会の調査

結果について調査が必要であ

ると認めるときは、いじめ防

止対策推進法第 30 条第 2 項

の規定に基づき、市長が設置

することとなっているが、令

和 3（2021）年度については、

「伊丹市いじめ問題に関する

第三者調査委員会」の設置に

至る案件なし。 

（成果） 

「伊丹市いじめ問題に

関する第三者調査委員会」

の設置に至る案件がなか

ったことが成果である。 

（課題） 

特になし。 

 なし 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 

 

所管課 学校指導課 

実施施策 241 知・徳・体の調和のとれた児童生徒の育成 

事務事業 241170 伊丹市いじめ・不登校総合対策推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・いじめ防止対策推進法に基

づき、平成 26(2014)年 4月に

「伊丹市いじめ問題対策連絡

協議会等条例」を定め、「伊丹

市いじめ防止等対策審議会」

や「伊丹市いじめ問題対策連

絡協議会」、「伊丹市いじめ問

題に関する第三者調査委員

会」を設置し、これらの組織

を活用しながら、全市的にい

じめ防止等のためのより実効

的な対策の推進（通年)。 

・「伊丹市いじめについて考

える強化月間」として、「だん

らんホリデー」チラシへのい

じめに関する記事の掲載（7

（成果） 

「いじめ防止フォーラ

ム」をはじめ、様々な取組

を実施し、いじめ防止に関

して、市民や子どもが自ら

考える機会を提供するこ

とができた。また、市民や

子どもの声を取組に反映

することができた。 

（課題） 

いじめ防止の取組につ

いて、さらに市民や子ども

の声を反映させる必要が

ある。 

いじめの未然防止、早

期発見、早期対応の取組

を推進する。教職員のい

じめに対する対応力向

上のための研修会等を

実施する。子どもの声を

より拾いやすくするた

め、アンケート調査方法

等について検討する。 

いじめ防止等対策審

議会を開催し、いじめ問

題への取組の充実を図

る。 
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月）。 

・様々な立場の方々が参加す

る「伊丹市いじめ防止フォー

ラム」を開催し、市民総がか

りでいじめに向きあい、協議

する場の設定（11月）。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 

 

   ⑤子どもの非行防止、健全育成活動の推進 

所管課 こども若者企画課 

実施施策 222 子どもの見守りネットワークの整備 

事務事業 222030 青少年問題協議会の運営 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・青少年問題協議会開催のも

と、青少年の非行防止、いじ

め防止、困難を有する若者の

支援等について、調査、審議

と行政機関相互の連絡調整。 

 

 

（成果） 

学識経験者・行政機関・

関係団体・公募市民からな

る青少年問題協議会を開

催し、青少年の非行、いじ

め、困難を有する若者に関

する現状と対策について

審議するとともに、関係機

関との情報共有を図るこ

とができた。 

（課題） 

特になし 

青少年問題協議会を

開催のもと、青少年の非

行防止、いじめ防止、困

難を有する若者の支援

等について、調査、審議

と行政機関相互の連絡

調整を進める。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 

 

所管課 少年愛護センター 

実施施策 222 子どもの見守りネットワークの整備 

事務事業 222030  青少年健全育成関係広報啓発事業 

222010 青少年街頭補導事業 

222020 青少年健全育成・環境浄化事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・毎月 10日の広報車による啓 （成果） 青少年の SNSトラブル
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発や、広報紙「センター通信」

等を 5,500 部発行し、市民の

関心・意識を高め、DVD 等を活

用したスマホに関する問題の

啓発の実施。 

・地域に密着した街頭補導と

「愛の一声運動」の実施。 

・全市一斉愛護パトロール

等、関係機関・団体との連携

による問題行動の未然防止の

実施。 

・愛護補導連絡会や学校補導

連絡会を開催し、地域ぐるみ

の愛護活動の推進。 

・「白ポスト運動」による有害

図書の回収や店舗の実態調査

を市民と協働し実施。 

少年補導委員活動人数延べ

4,428 人。 

「センター通信」を各学

校、警察、自治会に配布し、

青少年の健全育成に関し

て、啓発することができ

た。また、非行防止ポスタ

ー及びチラシを作成・配布

し、地域の掲示板や公共施

設に掲示する等、非行防止

の啓発に努めた。 

「青少年街頭補導活動」

や「白ポスト運動」等を展

開し、子どもの非行防止、

健全育成に寄与すること

ができた。 

（課題） 

青少年による SNS トラ

ブルを防止するため、情報

モラル教室の充実を図る

必要がある。 

を防止するために、啓発

用 DVD等を活用した情報

モラル教室を積極的に

各学校で実施する。 

少年補導委員による

「愛の一声運動」を実施

し、地域に密着した挨

拶・声かけを青少年に行

う。 

「白ポスト運動」によ

る有害図書の回収や店

舗の実態調査を市民と

協働し実施する。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 

 

   ⑥障がいのある幼児・児童・生徒への支援 

所管課 子育て支援課 

実施施策 221 子どもの居場所作りと自立支援 

事務事業 221123 放課後児童くらぶ管理運営事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・障がい児も安心して児童く

らぶを利用できるよう、必要

に応じて支援児加配児童支援

員を配置。児童くらぶの障が

い児利用者数 101人。 

 

 

（成果） 

支援児加配児童支援員

56名を配置して、良好な保

育環境の確保に努め、多く

の障がい児が児童くらぶ

を利用した。 

（課題） 

 特になし。 

障がい児が児童くら

ぶを安全に利用できる

ように支援児加配児童

支援員を配置する。また

医療的ケアが必要な児

童の受け入れについて

も、関係機関と連携し受

け入れを促進していく。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 
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所管課 学校指導課 

実施施策 243 特別支援教育の推進 

事務事業 243010 伊丹特別支援学校活性化事業 

243040 特別支援教育推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・就学前から就労までの一貫

した特別支援教育の推進をめ

ざして、教育、医療、福祉、労

働等の関係機関の担当者が集

まり、平成 20(2008)年 3月に

策定、令和 2 (2020)年 7月に

改訂した、改訂版「今後の特

別支援教育のあり方」(基本方

針)に基づき、校園内支援体制

と具体的な指導支援の充実を

図った。 

・インクルーシブ教育システ

ムの構築に向けて、関係機関

等との連携による一貫した支

援により、特別な教育的ニー

ズのある幼児児童生徒のみな

らず、すべての子どもについ

て自立の実現を目指してい

る。  

・通常学級に在籍し発達に支

援を要する児童生徒に対し、

一人ひとりの教育的ニーズに

応じた支援を行うための「特

別支援教育支援員」の配置（通

年）。 

・自然とのふれあいや社会性

を養うこと等をめざして、伊

丹特別支援学校小学部児童

17 人、中学部生徒 5 人、高等

部生徒 8 人が「障害児の自然

体験活動」の実施（10 月）。 

・保護者との十分な話し合い

のもと、就園・就学先との連

携を進めるための教育支援委

（成果） 

個別の支援についての

協議が活発に行われるな

ど特別な支援に対しての

認知をさらに進めること

ができた。 

個に応じたきめ細かな

支援を行い、児童生徒の学

習理解やコミュニケーシ

ョンの支援をはじめ個々

の課題解決に向けた支援

を行うことができた。 

関係機関との連携を密

にし、幼児児童生徒の実態

に応じた就学（園）教育相

談を行うことができた。 

（課題） 

研修を通して、さらに支

援員の資質向上に努める

必要がある。 

個別の教育支援計画の

作成・活用について、支援

の効果の検証に基づいた

見直しを図るよう啓発し

ていく必要がある。 

伊丹市特別支援教育

審議会を開催するとと

もに、改訂版「今後の特

別支援教育のあり方」

（基本方針）に基づい

て、全市的に特別支援教

育の充実を図る。 

発達障害等により、特

別な支援を要する通常

学級在籍の児童生徒に

対し、学級担任の指導の

もと、一人ひとりの教育

的ニーズに応じた支援

を行う。 

伊丹市教育支援委員

会を開催し、適切な就学

及び就学後の教育的支

援について審議する。 
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員会を実施。幼児・児童・生

徒の実態に応じた適切な就園

相談 77 件(前年度 94 件)・就

学相談 292 件(前年度 284 件)

に対応。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 

 

所管課 幼児教育推進課 

実施施策 231 幼児教育・保育の充実 

事務事業 231163 統合保育事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・公立幼稚園 8 園、公立認定

こども園 3 施設および公立保

育所(園)6施設、私立保育園 4

施設において、個別に支援を

必要とする幼児が、集団生活

の中で他の幼児と共に育ち合

い、幼児の成長を促進するこ

とを目的として、専門スタッ

フと連携しながら、276 人の

児童を対象に、発達の状況に

応じた支援を実施。 

(成果) 

にじいろ保育実施の私

立保育園が 1園増加し、イ

ンクルーシブ教育の推進

を図ることができた。 

(課題) 

支援を必要とする幼児

への保育の質のさらなる

充実が課題である。 

担当者会や研修の場

を通して資質向上を図

る。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 

    

⑦家庭の子育て支援の推進 

所管課 社会教育課 

実施施策 215 子育て・家庭教育の支援 

事務事業 215120 家庭教育推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・毎月第 3 日曜日を家庭の日

「だんらんホリデー」として、

チラシ配布に加えイベントを

開催することで、学習機会の

増加を図った。また公共施設

（成果） 

新型コロナ感染症の影

響を受けながらも対策を

講じ、家族のだんらんの機

会を提供することができ

家庭教育に関する効

果的な情報発信・啓発の

手法の検討を進める。 
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を無料開放し、6,993 人が利

用。 

・小中学校入学前の保護者に

向けた家庭教育学級を資料配

布により実施。 

た。 

（課題） 

家庭教育の啓発方法や

内容に更なる工夫が必要

である。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 

 

所管課 公民館 

実施施策 261 多様な学習機会の提供 

事務事業 261050 講座等生涯学習活動支援事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

家庭の子育て支援の推進を

図るため、以下の取組を実施。 

・子育てサロン 延べ 121 人

参加（4月‐3月）。 

・親学サロン映画会 20人参

加（10月）。 

・親学サロン 51 人参加（9

月）。 

・親カフェ 6 人参加（1月）。 

（成果） 

子育てに関する市民ニ

ーズに合ったテーマで実

施したことで、多くの方の

参加があり、多様な学習機

会を提供することができ

た。 

（課題） 

一方で、参加者が少なっ

た講座もあった。より具体

的なテーマ設定と PR の工

夫が必要である。 

子育ての負担軽減を

図ることができるよう、

実際の親の悩みに合っ

たテーマ設定の講座を

実施するとともに、PRの

工夫を図る。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (2) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

   ⑧相談体制の充実と周知 

所管課 こども福祉課 

実施施策 211 子どもの虐待防止体制の整備 

事務事業 211071 子ども家庭総合支援拠点事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・子ども家庭総合支援拠点で

は、児童虐待等子どもを取り

巻く様々な問題に対し、家庭

その他からの相談に応じ、必

（成果） 

令和 3（2021）年度より、

子ども家庭総合支援拠点

として事業を開始し、市バ

相談内容は多岐に渡

り、様々な内容となって

いるため、今後も継続し

て、職員の資質向上を図
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要な援助を実施。 

 

 

 

スにステッカーを貼るな

ど広く市民に周知するこ

とができた。人員を増員し

て体制を整えたことによ

って、相談に対し適切に対

応することができた。 

（課題） 

特になし。 

り、相談体制を維持して

いく。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 

 

所管課 少年愛護センター 

実施施策 222 子どもの見守りネットワークの整備 

事務事業 222050  青少年問題相談事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・「子どもと保護者の悩み相

談」による電話・来所・メー

ルでの相談の受付。 

・学校からの依頼によるアウ

トリーチ型相談活動の実施。 

・なやみ相談クリアファイル

作成部数 9,104 枚（小 1・5、

中学校、特別支援学校）。 

なやみ相談カード作成部数

7,548 枚（小 2・3・4・6） 

電話相談 45件、来所相談 45

件、メール相談 7件。 

 

 

（成果） 

なやみの相談クリアフ

ァイル、なやみ相談カード

を作成・配布する等、児童

生徒に広く相談事業の PR

を行うことができた。悩み

を抱える保護者や子ども

等からの電話相談等に応

じ、相談者の心のケアや状

況の改善に努めた。 

（課題） 

相談内容が複雑多岐に

渡るため、相談員のスキル

アップを図る研修を充実

させる必要がある。 

相談電話件数が減少傾

向にあるため、広報啓発を

積極的に進める必要があ

る。 

相談窓口について学

校、関係行政機関だけで

なく、商業施設等にポス

ターを掲示するなどし、

周知を図る。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 
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所管課 学校指導課 

実施施策 242 教育相談・支援体制の充実 

事務事業 242020 ＳC・ＳＳＷ活用事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・スクールカウンセラーを全

市立小・中・高等学校に配置

し、児童生徒をはじめ教職員

や保護者のカウンセリング及

びカウンセリング・マインド

研修や教育プログラムの実施

（通年）。 

・社会福祉士または精神保健

福祉士の資格を有するスクー

ルソーシャルワーカーを教育

委員会事務局に 4 人配置し、

不登校、虐待、問題行動等の

背景にある学校、家庭におけ

る環境改善、課題解決に向け、

関係機関と連携した取組の推

進（通年）。 

（成果） 

各小中高等学校におい

て、教職員向けのカウンセ

リング・マインド研修及び

児童生徒または保護者向

けの教育プログラムを、そ

れぞれ年間 2 回以上実施

し、心のケアの充実に努め

ることができた。 

（課題） 

いじめ、不登校、問題行

動、虐待等の子どもたちを

取り巻く様々な課題につ

いて、心理面、環境面から

の支援を充実させる必要

がある。 

心の専門家であるス

クールカウンセラーや

福祉の専門家であるス

クールソーシャルワー

カーを活用し、関係機関

と連携しながら相談体

制の充実を図る。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 

 

所管課 総合教育センター 

実施施策 242 教育相談・支援体制の充実 

事務事業 242030 教育相談事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・臨床心理士による教育相

談、発達相談、言語聴覚士に

よることばの支援教室の実施

と精神科医による医療相談、

小児科医による医療発達相談

等を実施。 

 

 

 

（成果） 

面接相談を中心として、

個々の相談内容に応じて

支援を行うことができた。

ケースカンファレンスや

スーパービジョンをとお

して、相談の方向性を検討

し、相談員の資質向上を図

ることができた。 

（課題） 

多様化する相談内容

に対応するため、関係機

関との連携を強化する

とともに、研修による相

談員の資質向上をとお

して、幼児児童生徒及び

保護者の心の安定を図

る教育相談を実施する。 
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特になし 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 
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（３）高齢者 

高齢者個人の尊厳が尊重されながら自立し、安心した生活ができるよう地域づくり

や支援体制を推進していくため、認知症高齢者の支援事業をはじめ、子どもと高齢者と

の世代を超えた交流を促進しました。また、高齢者虐待防止にかかる警察等の関係機関

と連携体制の強化を行い、早期対応・再発防止を図るなど、人権教育・啓発及び人権擁

護に取り組みました。 

   

①高齢者の尊厳を保持する啓発の推進 

所管課 介護保険課 

実施施策 341 高齢者の健康・生きがいづくりと介護予防 

事務事業 341100 家族介護教室事 

341113 認知症相談支援等事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・高齢者を介護している家族

等を対象に家族介護教室を

14 回開催、166 人参加。 

・認知症を理解し、認知症の

人や家族を温かく見守り、支

援する認知症サポーター養成

講座を 19回開催、344人参加。 

 

 

 

（成果） 

介護方法や介護者の健

康づくり、認知症について

の情報提供や知識の向上

を図ることができた。 

（課題） 

高齢者が住み慣れた地

域でいつまでも暮らせる

ための環境づくりを目指

して、介護者への情報提供

や地域住民の更なる理解

促進が必要である。 

支援が必要な高齢者

の住み慣れた地域にお

ける生活を支援する地

域包括ケアシステムの

構築をめざして周知を

図る。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

   ②共に生きる社会を目指す福祉教育の推進 

所管課 学校指導課 

実施施策 241 知・徳・体の調和のとれた児童生徒の育成 

事務事業 241160 ｢トライやる・ウィーク｣推進事業 

251040 町の先生制度事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・小学校において、社会科や

総合的な学習の時間に地域の

高齢者から昔の話や遊びにつ

（成果） 

小学校の昔のくらしの

学習では、人々の生活の様

「町の先生制度事業」

を活用し、地域でともに

暮らす様々な立場の
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いて聞く会を位置づけた交流

の実施(各学校において実施

月は異なる)。 

・中学校 2 年生を対象とした

地域に学ぶ「トライやる・ウ

ィーク」の実施（11月、12月）。 

 

 

 

子が移り変わってきたこ

とや、人々の暮らしの中の

知恵や工夫について学び

を深めるとともに、高齢者

の方々と世代を超えて学

ぶ機会とすることができ

た。 

トライやる・ウィークで

は各中学校において、状況

に応じた体験活動を行う

ことができた。 

（課題） 

子どもと高齢者との交

流で人権意識の向上を図

れるよう、持続可能な事業

の工夫が必要である。 

方々との交流や学習を

進める。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

   ③高齢者の権利擁護の推進 

所管課 地域・高年福祉課 

実施施策 332 地域福祉支援体制 

342 高齢者の生活支援 

事務事業 332010 権利擁護支援事業 

342010 高齢者虐待防止ネットワーク事業 

342030 成年後見制度利用支援事業（高齢者） 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・福祉権利擁護センターにお

いて、権利擁護に関する相談

支援を実施。相談件数 923件、

内、法的支援ケース 34件。 

・高齢者虐待防止ネットワー

ク会議を開催し、高齢者虐待

に関する情報共有と対応策等

の検討。開催回数 1回。 

 

（成果） 

本人や家族、関係機関等

から相談を受付けし、法律

職の派遣を実施し、高齢者

の権利擁護を推進するこ

とができた。 

高齢者虐待防止にかか

る警察等の関係機関と虐

待事例の共有を行うなど、

連携体制の強化を行い、早

期対応・再発防止を行うこ

福祉権利擁護センタ

ーにおいて権利擁護に

関する相談支援を実施

する。 

高齢者虐待に関する

情報共有と対応策等の

検討を行う。 

認知症高齢者など判

断能力が十分でない方

の権利擁護のため、成年

後見制度の利用に係る
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とができた。 

成年後見人等を必要と

する高齢者を支援機関を

通じて把握し、成年後見人

等の選任に繋げるととも

に、申立費用及び後見人等

へ報酬を補助することで、

高齢者の権利擁護を図る

ことができた。 

（課題） 

特になし。 

申立費用及び後見人等

への報酬補助金を支給

する。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(4) 

 

   ④高齢者の社会参加、生きがいづくり、就労のための支援 

所管課 地域・高年福祉課 

実施施策 341 高齢者の健康・生きがいづくりと介護予防 

事務事業 341010 高齢者いきがい活動支援事業 

341020 高齢者就労支援事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・補助を通じて老人クラブ連

合会、単位老人クラブの活動

を支援し、高齢者の生きがい

と健康づくり活動の支援。 

・高齢者の就業機会を確保

し、知識と経験の活用と社会

参加の促進を図るため、シル

バー人材センターの活動に対

し、補助の実施。 

 

 

 

（成果） 

新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため、事業

が中止や縮小となったほ

か、老人クラブの会員数も

減少傾向のなかにおいて

も、高齢者の生きがいと健

康づくりに取り組み、高齢

者を支援することができ

た。 

（課題） 

特になし。 

補助を通じて老人ク

ラブ連合会、単位老人ク

ラブの活動を支援し、高

齢者の生きがい活動を

支援する。 

高齢者の就業機会を

確保し、知識と経験の活

用と社会参加の促進を

図るため、シルバー人材

センターの活動に対し、

補助を実施する。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1) 

人権擁護に関する基本的な方策  (3) 

 

 

 



30 

 

   ⑤福祉のまちづくりの推進 

所管課 地域・高年福祉課 

実施施策 332 地域福祉支援体制の整備 

事務事業 332040 地域福祉活動体制整備事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・地域見守り協定事業への登

録を促進するため、ホームペ

ージや SNS を活用した周知啓

発。 

（成果） 

事業所と連携をとりな

がら、事業所による地域福

祉活動の促進を図ること

ができた。 

（課題） 

特になし。 

ホームページや SNSを

活用し周知啓発を図り、

地域見守り協定事業へ

の登録を促進する。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

   ⑥相談体制の充実と周知 

所管課 介護保険課 

実施施策 343 介護サービスの充実 

事務事業 343073 地域包括支援センター管理運営事業 

343090 認知症相談支援等事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・9 か所の地域包括支援セン

ターと伊丹市地域包括支援セ

ンター（基幹型）では、高齢

者の権利擁護をはじめとし

て、介護・福祉サービス、健

康維持等暮らしに関わる様々

な相談に対応。 

・認知症にやさしい地域づく

りをめざすことを目的とし

て、認知症に関する相談に対

応。 

（成果） 

高齢者の介護や福祉を

はじめとする相談窓口と

して地域包括支援センタ

ーが浸透しつつある。 

（課題） 

地域包括支援センター

について更に広く周知を

図る必要がある。 

認知症の発症を遅ら

せ、認知症になっても希

望をもって日常生活を

過ごせる社会をめざし

認知症の人や家族の視

点を重視した周知を図

る。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 

 

 



31 

 

（４）障がい者 

障がいのある人に対する理解と認識を深め、障がいの有無にかかわらない地域で

の交流や、障がい者本人の自己決定を尊重し支援していくため、障害福祉センター

（アイ愛センター）を活用した啓発・交流事業の展開や、成年後見制度の実施、就労

系事業を通じて、一般就労が困難な障がい者の社会参加を図るなど、人権教育・啓発

及び人権擁護に取り組みました。 

 

①自立と社会参加の促進を目指す啓発等の推進 

所管課 障害福祉課 

実施施策 352 障がい者の地域生活支援体制の整備 

事務事業 352130 障害者福祉センター管理運営事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・障害者福祉センター(アイ

愛センター)を障害者施策の

中核施設として、福祉情報の

提供、交流・啓発事業、生活

支援事業等、障がい者の自立

と社会参加の促進を図る様々

な事業を展開。 

・障害者福祉センター機関紙

「ポテトサラダ」を発行し、

市内各関係機関へ配布。 

（成果） 

広く市民に自立と社会

参加の促進を目指す各種

事業の啓発ができた。 

（課題） 

オンライン等の活用が、

まだまだ少ない部分があ

る。 

今後オンライン等も

積極的に活用して啓発

していく。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

   ②障がい者の権利擁護の推進 

所管課 障害福祉課 

実施施策 351 障がい者の権利擁護と相談支援体制の整備 

事務事業 351010 成年後見制度利用支援事業（障がい者）  

351040 障害者虐待防止対策整備事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・成年後見制度利用支援事業

では申立費用補助を 2 件、報

酬補助を 6 件実施。   

・伊丹市障害者虐待防止セン

ターでは 36 件(前年度 30 

件)の障害者虐待通報を受理

（成果） 

成年後見制度について

は、親族等からの申し立て

や制度を既に利用してい

る人への報酬補助を適切

に行うことで、引き続き地

成年後見制度につい

ては、適切な補助等を行

う。 
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し、相談に対応するとともに、

障害者虐待防止体制整備のた

め障害者虐待防止連絡会を開

催。 

・施設従事者による虐待のあ

った事業所に対して、再発防

止のため、フォローアップ調

査を実施。 

域で自分らしく生活でき

る体制の支援を行うこと

ができた。 

（課題） 

特になし 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(4) 

 

   ③就労等自立支援の取組 

所管課 障害福祉課 

実施施策 352 障がい者の地域生活支援体制の整備 

事務事業 352163 障がい者就労支援事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・障がい者が職業準備性の向

上を図るため、市役所等で一

定期間、洗車や事務作業等の

体験を行う障害者就労チャレ

ンジ事業を実施。体験者 12

人。 

・障害者福祉センター(アイ

愛センター)の清掃・管理業務

について社会福祉協議会への

委託により障害のある方を引

き続き雇用し、その他公共施

設の清掃・維持管理業務を障

害者就労継続支援事業所等へ

委託し、障がい者の就労を促

進。 

・障害者就労施設への発注拡

大を図るため、本市行政職員

と市内障害者就労施設との情

報交換会(お見合い会)、自治

会向けの情報交換会(お見合

い会)を開催。 

・伊丹市福祉部連絡会に出席

（成果） 

就労系事業を通じて、一

般就労が困難な障がい者

の社会参加を図るととも

に、将来の自立に向けた支

援を図ることができた。 

（課題） 

障がい者にはそれぞれ

個性や障害特性があり、

その適性を見極めて支援

する必要がある。 

障がい者それぞれの

希望や障害状況等を把

握し、適切な支援につな

げる。 
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し、市内の障害者就労施設や

提供できる物品・サービスに

ついて PRを行い、障がい者の

工賃向上および受注の促進に

寄与。 

・調達実績は、役務の調達額 

17,281,837 円、物品の調達額 

914,543 円、全体の調達額 

18,196,380 円。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

   ④福祉のまちづくりの推進 

所管課 障害福祉課 

実施施策 352 障がい者の地域生活支援体制の整備 

事務事業 352033 障がい者地域生活支援事業 

352090 障がい者日常生活支援事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・障がい者が住み慣れた住宅

で安心して自立した生活を送

ることができる環境を整備す

るため、住宅改造助成事業を

実施。利用実績 1件。 

・手話通訳士を市役所に設置

し、要約筆記者・手話通訳者

の派遣を実施。 

（成果） 

各種障がい特性に応じ

た適切な対応を行うこと

ができた。 

（課題） 

 遠隔手話サービスの利

用促進等、コミュニケーシ

ョン支援の充実や、日常生

活用具の支給要件の見直

しをする必要がある。 

障がい者の特性に応

じた適切な対応を行う。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

   ⑤相談支援体制の充実と周知 

所管課 障害福祉課 

実施施策 351 障がい者の権利擁護と相談支援体制の整備 

事務事業 351030 障がい者相談支援事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 
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・市内 4 か所に相談支援事業

を委託し、障がい者やその家

族等からの幅広い相談に応

じ、必要な情報提供や生活全

般に関する相談支援を実施。

相談者 4,675 人。 

・平成 24(2012)年 4月の改正

障害者自立支援法施行により

創設された、障害福祉サービ

ス等の利用希望者の相談に専

門に応じる指定特定相談支援

事業者を指定し、計画相談が

受けられる環境を整理。市内

指定特定相談支援事業者 16 

か所。 

（成果） 

市内 4相談支援事業所

において、障がい者やそ

の家族からの様々な相談

に応じ、適切に支援でき

た。 

（課題） 

相談支援従事者の資質

向上である。 

今後も増加が予想さ

れる相談件数に対応す

るための相談支援に携

わる事業所の人材を育

成する。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 
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（５）同和問題 

   同和問題の正しい理解の促進と差別解消に向け、市民・職員・教職員の人権意識の

向上を図る研修会や、伊丹市人権・同和教育研究協議会各部会で同和問題をはじめと

する様々な人権問題に対する研修会を実施し、人権意識・知識の向上を図りました。 

また、人権啓発センターで子どもや保護者に対する学習会の実施や、地域の伝統文

化を学ぶスマイルクラブなどを実施し、地域や様々な立場の人に人権を学べる機会

を提供するなど、広く市民・職員・教職員の人権教育・啓発を推進しました。 

 

   ①人権を尊重する教育の推進 

所管課 総合教育センター 

実施施策 244 教職員の資質向上 

事務事業 244030 教職員指導力研修等事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・教職員の識見を高め、教育

活動に活かすため、新規採用

教員等人権教育研修会やグル

ープ討議の実施。 

（成果） 

教職員の人権意識の向

上を図ることができた。 

（課題） 

今後も継続的に、教員の

資質を高めていく必要が

ある。 

同和問題をはじめと

する多様な人権問題に

対する研修を実施する。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

   ②差別意識の解消に向けた啓発の推進 

所管課 同和・人権・平和課 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271020 人権教育・啓発推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

同和問題に対する正しい理

解を広げるため、以下の取組

を実施。 

・同和問題をはじめ、様々な

人権問題に関するパネル展

（12月）を実施。 

・市民・職員向け人権啓発研

修会を実施（3月）。57人参加。 

（成果） 

同和問題に対する正し

い理解を広げ、人権意識・

知識の向上を図ることが

できた。 

（課題） 

同和問題の現状と課題

の理解の深化のため、内容

等の工夫が必要である。 

同和問題に対する市

民の理解の広がりのた

め、分かりやすい内容の

研修の実施や、多くの市

民参加が得られるよう、

周知を工夫し、啓発して

いく。 
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【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

   ③交流・協働の推進 

所管課 人権啓発センター 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271030 人権啓発センター管理運営事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

いわゆる同和地区に対する

偏見や差別意識を解消するた

め、以下の取組を実施。 

・ふれあいセンター事業 

健康体操やビリヤード・囲

碁・将棋、健康生活講座など

を通して、高齢者が集い、人

権と健康を大切にする「ふれ

あい交流の場」としての事業

を実施。利用者数 7,545人。 

・ぎょうぎ温泉事業 

市民の健康維持および地域

交流を目的とした公衆浴場を

運営。利用者数 20,843人。 

 

（成果） 

感染症拡大防止に重点

を置いた施設管理運営を

行った。その成果として、

ふれあいセンター全体の

利用者数は前年度比 9.4％

の増加となった。 

また、他部局と連携し、

オンラインを活用した生

活教養講座（振り込め詐欺

防止など）を開催し、関心

の高いテーマについて学

んだ。 

（課題） 

利用者数の回復が課題

である。 

コロナ禍の状況をふ

まえつつ、高齢者の健康

づくりと憩いの場とし

て、安全・安心な施設管

理と、人権学習会や健康

講座などの事業を展開

し、利用者数の回復をめ

ざす。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

   ④事業者等の啓発活動の推進 

所管課 人権教育室 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271020 人権教育・啓発推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・差別のない明るい職場づく

りを進めるため、以下の取組

を実施。 

・伊丹市人権・同和教育研究

（成果） 

 伊丹市人権・同和教育研

究協議会企業部会内で、当

該協議会の設立の経緯が

 伊丹市人権・同和教育

研究協議会企業部会内

の研修を実施し、人権意

識の向上を図る。 
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協議会企業部会において、同

和問題を含む、様々な人権問

題に対する学習を実施。市内

の加盟企業数 56。 

同和問題を解決していく

ためのものであったこと

を見つめ直すとともに、コ

ロナ禍で世界的に関心が

高まった「女性の貧困」と

それに関わって話題とな

っている「生理の貧困」に

ついて理解を深めること

ができた。 

（課題） 

 本市の人権尊重のまち

づくりの実現のため、企業

の人権意識の向上をめざ

し、様々な人権問題の現状

と課題を知る機会を提供

していく必要がある。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

   ⑤人権啓発センターにおける活動の推進 

所管課 人権啓発センター 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271030 人権啓発センター管理運営事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

人権啓発の住民交流の拠点

となる地域に密着したコミュ

ニティセンターとして、人権

問題解決のため、以下の取組

を実施。 

・人権センターでは識字教

室、パソコン教室などの人権

文化市民講座を実施。延べ参

加者数 234人。 

・児童館では就学前の子ども

を対象とした人権講座「ミニ

ジョイクラブ」、小学生を対象

とした「スマイルクラブ」「三

味線クラブ」などの「ジョイ

（成果） 

あらゆる世代を対象に、

人権啓発を目的とした、

様々な形の体験型学習事

業を展開し、人権教育・啓

発を推進することができ

た。 

特に児童館では、家庭だ

けではなく、地域や様々な

立場の人たちが人権につ

いて学び、意見交換し、人

権感覚を磨くことができ

た。 

（課題） 

人権啓発の拠点とし

て、広く市民が人権につ

いて学び、語り合える事

業を展開する。 



38 

 

ントクラブ」、など体験型人権

学習事業を実施。延べ参加者

数 1,655 人。また、保護者対

象の「きらり学舎」（延べ参加

者 23 人）、家庭・地域・学校・

行政対象の「『ふらっと』人権

学習会」（延べ参加者 95人）、

大人向けの三味線講座（延べ

参加者 187人）を実施。 

事業内容の更なる充実

と PR により参加者を増や

すことが課題である。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(3) 

 

   ⑥相談体制の充実と周知 

所管課 同和・人権・平和課/人権啓発センター 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271030 人権啓発センター管理運営事業 

271050 人権擁護・相談支援事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

人権に関する様々な相談に

対応するため、以下の取組を

実施。 

・人権センター窓口・電話に

おいて、市民からの様々な生

活相談、人権相談に対応。行

政サービスや制度等の情報提

供を行い、必要に応じて関係

部局・機関と連携して、問題

解消に向けた支援を実施。 

・人権擁護委員による人権相

談を予約制（月 2 回）で実施

（場所は、人権啓発センター、

市民相談課）。延べ相談件数

184件。 

（成果） 

市民からの相談に対し、

適切な情報提供と関連部

局等との連携を行い、支援

することができた。 

（課題） 

複合的な相談に対応す

るため、様々な人権問題に

ついての知識や情報を更

新していく必要がある。 

 複合的な相談に対応

するため、人権や福祉・

税金などの行政情報を

把握し、また職員の相談

対応能力の向上を図り

ながら、市民が安心して

気軽に相談できる窓口

体制をめざす。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 
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（６）外国人 

外国人が孤立することなく、安心して生活できるよう、外国人の人権や多文化共生

に関する講演会、パネル展、交流会等を開催し、多文化共生の意識づくりや異文化理

解の促進を図りました。また、多言語に対応したテレビ電話通訳サービスを新たに導

入し、相談体制を充実しました。各学校で外国の料理や遊びによる体験学習や調べ学

習等を通して、多文化共生教育を推進しました。 

 

   ①国際化にふさわしい人権意識の育成を目指す啓発推進 

所管課 同和・人権・平和課 

実施施策 291 多文化共生・平和の推進 

事務事業 291013 多文化共生啓発・交流等事業 

291030 市民活動支援事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

多文化共生人権意識の育成

のため、以下の取組を実施。 

・外国人の人権と多文化共生

の意識啓発講演会（講師：サ

ヘル・ローズさん、テーマ：

出会いこそ生きる力）を開催。

参加 114 人（12 月）。 

・パネル展、異文化講座等、

集客型の多文化共生イベント

（つながる！ひろがる！みん

なの文化～共に生きる多文化

のまち～）を開催。参加 566人

（12月）。 

・日本語ボランティア養成講

座等を開催。延べ参加者 177

人（8、10～12月）。 

・中国語講座を実施。延べ参

加者 95人（9～3月）。 

(成果) 

新たな市主催による多

文化共生意識啓発講演会

を行う等、多文化共生の意

識啓発を推進した。 

(課題) 

より多くの人々に事業

参加してもらい、多文化共

生の意識づくりを行うこ

とである。 

啓発事業を実施して

いくとともに、日本語ボ

ランティアの養成につ

いては、経験者の学び直

しの機会を提供できる

ものとする。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

   ②多文化共生教育の推進及び外国人児童・生徒への支援 

所管課 学校指導課 

実施施策 241 知・徳・体の調和のとれた児童生徒の育成 

事務事業 241220 佛山市学生代表団受入及び中学生派遣事   
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    業 

241340 外国人児童生徒等受入事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・市内小・中・特別支援学校

国際理解教育担当者会におい

て、各校の状況を共有（9月）。 

・本市国際友好都市の中国・

佛山市との交流について、東

中学校においてオンライン交

流会を実施（11 月）。 

・日本語指導や適応指導を必

要とする外国人児童生徒が在

籍する学校園に対して適応指

導員を派遣し、個別指導及び

同室複数指導を行うととも

に、心のケア等の支援を実施

（通年）。 

・指導員 14 人を、小学校 14

校、中学校 3 校に派遣し児童

生徒対象に日本語指導・適応

指導を実施（通年）。 

 

（成果） 

各校において、特別の教

科道徳、各教科、総合的な

学習の時間において、諸外

国の料理や遊びによる体

験学習や調べ学習等を通

して、多文化共生教育を推

進した。 

コロナ禍により、佛山市

からの受入及び本市から

の派遣が中止となった中、

交流会を計画・実施でき

た。 

（課題） 

国際理解教育において、

各校の取組の情報共有を

中心とした小・中学校の連

携が必要である。 

 さらに両市の学生間交

流が深まるようなプログ

ラムの充実や、派遣や受入

ができないときに交流方

法の研究が必要である。 

支援が必要な言語の多

様化や、年度途中の編入に

対応できるよう、指導員の

更なる人材確保が必要で

ある。 

各学校においては、道

徳や総合的な学習の時

間等において計画的・系

統的に国際理解教育を

実施し、差別や偏見を取

り除き、正しい認識のも

と、外国人児童生徒が自

らの民族に誇りを持ち

生活できるよう、一人ひ

とりが理解・尊重し合え

る学校・学級づくりを推

進する。また、新型コロ

ナウイルス感染症の拡

大状況等を考慮しなが

ら、伊丹市と佛山市の生

徒交流の方法を検討し、

実施する。 

今後も、日本語指導や

適応指導を必要とする

外国人児童生徒が在籍

する学校に対して適応

指導員を派遣し、日本語

指導が必要な児童生徒

とその保護者が生活面・

学習面において円滑に

適応できるよう、支援を

行っていくとともに、す

べての児童生徒が自分

の国や文化に誇りを持

ち、他国の文化を受け入

れ、豊かに共生できるよ

う、国際理解教育も推進

する。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 
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   ③出会いと交流の場づくり 

所管課 同和・人権・平和課 

実施施策 291 多文化共生・平和の推進 

事務事業 291013 多文化共生啓発・交流等事業 

291040 国際姉妹・友好都市交流事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

外国人と日本人の交流促進

を図るため、以下の取組を実

施。 

・既存事業を活用し、防災を

テーマとして、外国人と日本

人のグループワーク等を通じ

た交流会や新たな外国人と日

本人との交流会を実施。参加

59 人（11月、3 月）。 

(成果) 

コロナ禍の中、創意工夫

して、交流会を実施し、外

国人の孤立防止や居場所

づくりに寄与した。 

(課題) 

定期的な交流会の開催

をしていく必要がある。 

既存事業の活用や、新

たな市民団体との連携

により、定期的な交流会

等を開催する。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

   ④就労・住宅問題への取組 

所管課 同和・人権・平和課 

実施施策 291 多文化共生・平和の推進 

事務事業 291020 外国人生活支援事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

外国人の生活支援等のた

め、以下の取組を実施。 

・市内関係部局や、関係機関

と連携し、支援（相談対応）

を実施。3件（通年）。 

 

(成果) 

内外の担当窓口と適切

に連携することができた。 

(課題) 

更なる連携とニーズ把

握が必要と考える。 

関係部署、機関等と連

携すると共に、ニーズ把

握等に努め、対応する。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

   ⑤市政への参画の推進 

所管課 同和・人権・平和課/人権教育室 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271020 人権教育・啓発推進事業 
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R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

外国人市民の市政参加の推

進のため、以下の取組を実施。 

・伊丹市人権教育・啓発推進

に関する基本方針（案）では、

外国人市民を含む全ての市民

に対しパブリックコメントを

実施。 

 

（成果） 

 外国人市民の市政へ参

画する機会となり、意見を

聴取することができた。 

（課題） 

 外国人市民の市政への

参画を推進していく必要

がある。 

 外国人市民の市政へ

の参画の方法を検討す

る。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (4) 

 

   ⑥相談体制等の充実、日本語学習及び多言語等による情報提供の推進 

所管課 同和・人権・平和課 

実施施策 291 多文化共生・平和の推進 

事務事業 291020 外国人生活支援事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

外国人の相談対応、日本語

学習、情報提供のため、以下

の取組を実施。 

・テレビ電話通訳システム等

を導入し、外国人の相談対応

を充実。相談件数 140 件（通

年）。 

・市民団体と協働で、日本語

教室を開催。参加延べ人数

691人（外国人学習者 335人、

ボランティア 356人）。 

・自動翻訳システムを用い

て、市 HPの翻訳サービス（英

語・中国語・韓国語）を提供。

アクセス数 1,533件（通年）。 

(成果) 

庁内連携や、テレビ電話

通訳の導入により、相談件

数が増加した。 

日本語教室については、

コロナ禍の中、日本語教室

を継続し、日本語能力の向

上と繋がりづくりに寄与

した。 

(課題) 

相談窓口の更なる周知

をしていく必要がある。 

相談については、多言

語対応を継続するとと

もに、相談窓口を周知す

る。 

日本語教室について

は、外国人の増加が予測

されるため、市民団体と

連携し、外国人学習者の

日本語能力に応じた、き

め細かな学習内容を提

供する。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 
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（７）ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等 

   感染症に関する正しい知識や情報の発信を実施していくため、新型コロナウイル

ス感染症に係る偏見や差別防止の啓発を実施したほか、児童生徒に対して感染症の

正しい知識と情報を発信するなど、広く市民に対して人権教育・啓発を推進しました。 

 

   ①ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等への理解を深める啓発活動の推進 

所管課 人権啓発センター/同和・人権・平和課 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271020 人権教育・啓発推進事業 

271030 人権啓発センター管理運営事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

感染症に関する正しい理解

への啓発のため、以下の取組

を実施。 

・人権センターにて、ハンセ

ン病患者への理解を深める啓

発冊子の布置、新型コロナウ

イルス感染症に対する偏見や

差別防止に関するパネルを常

時展示。 

・新型コロナウイルス感染症

に関する人権配慮チラシを、

イベント時に配布・掲示。 

・市広報に「STOPコロナ差別 

STOP人権侵害」と題して随時

掲載。 

（成果） 

常時布置・展示をするこ

とで、感染症への偏見・差

別防止を市民に周知する

ことができた。 

（課題） 

感染症に関する正しい

情報を提供し、誤認識によ

る偏見や差別を解消する

取組を行う必要がある。 

市民生活に大きな影

響を及ぼしている感染

症に対する正しい理解

を求め、偏見や差別を解

消する取組を行う。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策  

人権擁護に関する基本的な方策  

 

   ②学校等における健康教育の推進 

所管課 保健体育課 

実施施策 241 知・徳・体の調和のとれた児童生徒の育成 

事務事業 241320 健康教育推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・「性に関する指導」等の研修

会の充実。 

・「ほけんだより」等を通じ

（成果） 

エイズをはじめとする

感染症の予防と、患者・

エイズをはじめとす

る感染症への理解を広

げたり、深めたりするた
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て、子どもたちに正しい知識･

情報を伝達。 

・「ＨＩＶ検査普及週間」及び

「エイズ予防月間」の活用。 

・「世界エイズデー」ポスター

コンクールの周知。 

 

 

感染者に対する偏見や差

別をなくすよう正しい知

識の普及・啓発を図るこ

とができた。 

（課題） 

感染症へのさらなる理

解を深めるための健康教

育の内容等の工夫が必要

である。 

め、研修会や各種取組へ

の参加が得られるよう

周知を徹底する。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (2)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 
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（８）高度情報化社会の進展に伴う人権問題 

    拡大するインターネットの人権侵害について、効果的・効率的な取組を推進してい

くため、生徒指導担当者会において SNS やスマートフォンの使用によるインターネ

ット上の人権侵害の情報を共有したほか、児童生徒に対し悩み相談チラシを配布し

ました。また、職員によるインターネットモニタリング事業を実施し、差別書込みの

削除要請をしたほか、人権フェスティバルの実行委員に対してインターネットモニ

タリング研修会を実施し、職員の人権意識向上を図るなど、広く児童生徒を含む市

民・職員に対して人権教育・啓発及び人権擁護に取り組みました。 

 

   ①学校等における情報モラルの育成 

所管課 学校指導課 

実施施策 241 知・徳・体の調和のとれた児童生徒の育成 

事務事業 241170 伊丹市いじめ・不登校総合対策推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・生徒指導担当者会におい

て、SNS やスマートフォンの

使用によるインターネット上

の人権侵害について等、情報

交換の実施（4 月、5 月、6月、

7 月、9 月、10 月、11 月、1

月、2 月）。 

・SNS 悩み相談チラシの配布

（4月）。 

・警察等関係機関からの啓発

チラシなどの配布（3月）。 

（成果） 

生徒指導担当者会にて、

インターネットによる諸

問題や SNS トラブルの実

際の事例を共有し、正しい

使い方など情報モラルの

育成を進めていくことに

ついて共通理解できた。 

（課題） 

家庭でのルール作りや

ネットいじめなどの防止

に向けて周知を図ってい

く必要がある。 

「伊丹市ネットいじ

め対応マニュアル」など

の啓発を行い、子どもの

取り巻くスマートフォ

ンやインターネットに

係る諸問題に対して、被

害防止のための取組を

進める。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (2) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

   ②インターネット上の人権侵害事象への適切な対応 

所管課 同和・人権・平和課/人権啓発センター/人権教育室 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271050 人権擁護・相談支援事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

インターネット上の人権侵

害事象の対応をするため、以

（成果） 

 計画的に実施し、差別書

 インターネットモニ

タリング事業を充実さ
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下の取組を実施。 

・インターネット掲示板上の

差別書き込み等の早期発見と

拡散防止を図るため、インタ

ーネット掲示板のモニタリン

グの実施。 

・人権フェスティバル実行委

員会の市実行委員に対してイ

ンターネットモニタリング研

修会の実施。 

・削除要請に当たっては、法

務局と連携して対応。 

年間 36回/3 課 

削除要請 4年、内 1件削除 

き込み等の早期発見と拡

散防止を図ることができ

た。 

（課題） 

 インターネットモニタ

リング事業を更に充実さ

せるため、実施内容や方法

等を見直す必要がある。 

 差別書き込みはあらゆ

るサイトに存在する可能

性があるため、多角的な検

索方法などのスキルアッ

プが必要である。 

せるため、実施回数や検

索方法などを見直し、実

施する。 

インターネットは即

時性・拡散性があり、差

別書き込みへの早期対

応はとても重要である

ため、担当職員間で連携

し、より多くの職員がモ

ニタリング事業に関わ

れる仕組みづくりを行

う。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 ― 

人権擁護に関する基本的な方策 (4) 
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（９）北朝鮮拉致被害者に関する問題 

   拉致問題についての現状を深める機会として、パンフレットの布置やポスター掲

示、市ホームページにおいて、「拉致問題解決のための署名活動」を掲載し、署名用

紙のダウンロード及び「救う会」ホームページをリンクし、市民へ啓発しました。 

 

所管課 人権啓発センター 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271030 人権啓発センター管理運営事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

北朝鮮拉致問題への関心と

認識を深めるため、以下の取

組を実施。 

・政府拉致問題対策本部提供

の「北朝鮮による日本人拉致

問題 一日も早い帰国実現に

向けて！」等のパンフレット

を布置。 

・12月の北朝鮮人権侵害問題

啓発週間におけるポスターを

掲示し、拉致問題の現状や政

府の動向について啓発を実

施。 

（成果） 

年間を通じて、市民への

継続的な啓発を行うこと

ができた。 

（課題） 

政府レベルの人権課題

であるが、市民に対しても

周知すべき重要な課題で

ある。各種資料の掲示等だ

けではなく、講演会の開催

を行う必要がある。 

市民にとって重要な

人権課題として、各種展

示を継続し、拉致問題に

関する視聴覚教材（DVD）

の PR を行い、啓発を行

う。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

所管課 同和・人権・平和課 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271020 人権教育・啓発推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

北朝鮮拉致問題への関心と

認識を深めるため、以下の取

組を実施 

・市ホームページにおいて、

「拉致問題解決のための署名

活動」を掲載し、署名用紙の

ダウンロード及び「救う会」

ホームページをリンク。 

（成果） 

市ホームページに掲載

することで、閲覧する市民

に対して周知することが

できた。 

（課題） 

様々な機会を通じて、啓

発をしていく必要がある。 

人権に関するイベン

トなど、様々な機会を通

じて啓発をしていく。 
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【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 
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（１０） その他の人権問題 

   性の多様性に関する人権問題について、市民・職員向け人権啓発研修会の実施や、

小学校、中学校の児童生徒に対して性の多様性に関する授業を実施するなど、人権意

識・知識の向上を図りました。 

犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を求める社会を明るく

する運動の実施や、自殺予防対策の推進のため職員を対象にゲートキーパー養成研

修の実施に加え、犯罪被害者等支援制度の啓発イベントを実施するなど、人権教育・

啓発を推進しました。 

 

所管課 同和・人権・平和課 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271020 人権教育・啓発推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

性の多様性に関する啓発と

理解促進のため、以下の取組

を実施。 

・阪神 7 市 1 町によるパーナ

ーシップ制度の連携協定を締

結（4 月）。 

・様々な人権問題に関するパ

ネル展（12月）を実施。 

・市民・職員向け人権啓発研

修会を実施（8 月） 71 人参

加。 

（成果） 

性の多様性に対する正

しい理解を広げ、人権意

識・知識の向上を図ること

ができた。 

（課題） 

性の多様性の現状と課

題の理解の深化のため、内

容等の工夫が必要である。 

性の多様性に対する

市民の理解の広がりの

ため、研修会において、

理解の深化のための工

夫と、多くの市民参加が

得られるよう更なる周

知を図り実施する。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 

 

所管課 健康政策課 

実施施策 313 正しい健康知識の普及啓発 

事務事業 313010 成人健康教育事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・市職員対象の研修を実施。 

9 月に自殺予防週間に合わせ

て、自殺対策の推進に関する

動画を配信し、436 名が視聴。

1 月にゲートキーパー養成研

修を感染症対策としてオンラ

（成果） 

研修に加えて、動画配信

をしたことで多くの職員

に自殺対策の普及・啓発が

できた。 

（課題） 

市職員においては、

様々な場面でゲートキ

ーパーの役割を担うこ

とができるように引き

続き研修、動画の配信を

実施し、普及・啓発を推
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インで実施し、54名が受講。 知識の定着のため、今後

も研修を継続する必要が

ある。 

進する。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1) 

 

所管課 学校指導課 

実施施策 241知・徳・体の調和のとれた児童生徒の育成 

事務事業 ― 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・性的指向・性別違和に対す

る差別解消を目指し、学習指

導案並びに教材を作成し、小

学校(低学年・中学年・高学

年)、中学校(1年生)の児童・

生徒対象の授業の実施(各学

校において実施月は異なる)。 

（成果） 

性の多様性にかかる授

業について、全小中学校で

実施することで、性的指

向・性別違和に関する理解

を広げることができた。 

（課題） 

すべての児童生徒が性

の多様性に関して発達段

階に応じた取組を継続す

る必要がある。 

その他の人権課題に関

する理解を広げる必要が

ある。 

性の多様性に係る授

業の継続及び、他の人権

課題に関する周知を図

る。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1) 

 

所管課 公民館 

実施施策 261 多様な学習機会の提供 

事務事業 261050 講座等生涯学習活動支援事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

様々な人権を考える機会と

して以下の取組を実施。 

・人権セミナー 59人参加（7

月、8 月）。 

・長谷川美折写真展 2,287

（成果） 

自分の周りに存在する

「当たり前」、身の回りに

ある生きづらさや差別に

ついて、様々な角度から考

様々な角度から人権

について考える機会を

提供する。 

人権知識の深化のた

め、参加者間の情報共有
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人来場(11月-12月)。 

・人権映画会 18 人参加（12

月）。 

・人権トークショー 18人参

加（12月）。 

・SDGｓ映画会 延べ 72 人参

加（7 月－1 月）。   

える機会を持つことがで

きた。 

（課題） 

より有効的な啓発の手

法を考える。 

ができる機会を持つ。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

所管課 同和・人権・平和課 

実施施策 132 地域防災力の強化 

事務事業 132040 犯罪被害者等支援事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

犯罪被害者支援のため、以

下の取組を実施。 

・自治会回覧や市 HP等による

制度周知。 

・犯罪被害者週間イベント

「ホンデリング」の実施。 

・犯罪被害者支援制度申請者

１人。 

（成果） 

犯罪被害者支援に対す

る啓発を実施し、広く市民

に周知することができた。 

（課題） 

当該制度について、更な

る周知啓発が必要である。 

犯罪被害者支援制度

の更なる周知啓発のた

め、わかりやすい内容

で、デジタルを活用した

周知啓発を図っていく。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 
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３．人権を守る取組（人権相談） 

人権相談窓口を市広報等で広く市民へ周知したほか、人権擁護委員と連携して、啓

発マグネットシートの市公用車への貼付けや、市内公共施設にカードスタンドを設

置し、人権擁護委員の周知啓発を図りました。 

 

所管課 同和・人権・平和課/市民相談課 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271050 人権擁護・相談支援事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

人権を守る相談対応を図る

ため、以下の取組を実施。 

・人権擁護委員による人権相

談を、市役所や人権啓発セン

ターにて実施。 

・人権擁護委員による特設人

権相談や、子どもの人権 110

番などを市広報で周知啓発。 

・人権擁護委員と連携して、

啓発マグネットシートを市公

用車に貼付。 

・市内公共施設にカードスタ

ンドの設置。 

（成果） 

 人権擁護委員と連携し

た人権相談窓口を広く市

民に周知することができ

た。 

（課題） 

 市民に身近な相談窓口

として啓発していく必要

がある。 

 様々な機会を通じて、

市民に身近な相談窓口

として広く市民に啓発

していく。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(3) 
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４．あらゆる場における人権教育・啓発の推進 

    幼児期においては遊びを通して、就学期においては教育活動全般を通じて行うも

のとして、人権教育を実施しました。 

    市民・職員向け人権啓発研修会やパネル展を実施したほか、市民団体との連携に

よる研修会等を開催し、人権教育・啓発を行いました。 

人権教育指導員の派遣等を通じて、市民が主体的に人権の意識づくりを行いまし

た。 

     

（１）こども園・幼稚園・保育所(園)・学校 

所管課 幼児教育推進課 

実施施策 231 幼児教育・保育の充実 

事務事業 231050 幼児教育充実施策推進 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・こども園・幼稚園・保育所

(園)においては、幼児期にお

ける教育や保育の生涯にわた

る人格形成の基礎を培う重要

性に鑑み、遊びを中心として、

生活を通じて人権尊重の精神

の芽生えを育むよう実践。特

に、自然とのふれあいや、友

達とのかかわり、つながり、

時にはぶつかる等様々な経験

を通して多様性を認め合える

心の育成。 

(成果) 

幼児教育センター主催

の人権に関する研修等の

機会を通して人権尊重の

精神を大切にした保育を

推進し各施設にて実践を

すすめ、多様性を認め合え

る心を育成することがで

きた。 

(課題) 

人権尊重の精神の芽生

えを育む保育を継承する

人材の育成が課題である。 

幼児教育センターア

ドバイザーによる訪問

や相談機能を活用し、人

権を大切にした保育に

ついて助言していく。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (2) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

所管課 学校指導課 

実施施策 241 知・徳・体の調和のとれた児童生徒の育成 

事務事業 ― 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・人権教育は教育活動全般を

通じて行うものとの認識をも

とに、各小中学校において、

（成果） 

人権教育推進全体計画

をもとに、各小中学校にお

人権教育担当者や生

徒指導担当者会等を中

心に、子どもたちの人権
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人権教育推進全体計画の作成

（4月）。 

・上記人権教育推進全体計画

を小中特別支援学校人権教育

担当者会にて共有した情報交

換の実施（6 月）。 

・生徒指導担当者会におい

て、いじめ、児童虐待、不登

校、ＳＮＳやスマートフォン

の使用によるインターネット

上の人権侵害について等、情

報交換や研修の実施（4 月、5

月、6 月、7 月、9月、10月、

11 月、1 月、2月）。 

・市内小・中・高等・特別支

援学校の全児童生徒に、「みん

なで学ぼう！子どもの権利条

約」の冊子の配布（7月）。 

 

 

いて組織的、計画的に実施

することができ、子どもの

人権教育を推進すること

ができた。 

人権教育担当者会、生徒

指導担当者会において、子

どもたちの人権の尊重に

つながる情報交換や研修

を充実させることができ

た。 

子どもの権利条約の冊

子を配布したことで、人権

参観での実践や、子どもの

人権作文の作品応募等に

つながり、啓発に努めるこ

とができた。 

（課題） 

いじめ等の具体的な状

況や取組等の情報交換や

研修について充実できた

が、人権とのつながりを意

識化できるような取組を

検討する必要がある。 

尊重につながる取組の

推進及びより効果的な

取組に関する情報提供

や情報交換を行う。 

子どもの権利に関す

る児童生徒への情報提

供についても継続して

行う。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (2) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

（２）家庭・地域・職域 

所管課 人権教育室 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271020 人権教育・啓発推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

多様な学習活動を家庭・地

域・職場で推進していくため、

以下の取組を実施。 

・伊丹市人権・同和教育研究

協議会の就学前部会で、5 ブ

ロック（東・西・南・北・中

央）に分かれてブロックごと

（成果） 

様々な人権課題につい

て、市民団体との連携によ

る研修会の開催や人権教

育指導員の派遣等を通じ

て、市民が主体的に人権の

意識づくりを行うことが

 家庭・地域・職域など

の様々な場面で人権教

育・啓発できるよう、今

後は、自治会回覧等で周

知し、実施していく。 
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に啓発・研究活動を実施。 

・企業部会においても研修会

を実施し、自社内の人権研修

に活用。 

・様々な人権問題について考

える機会として、各種団体や

事業者が主体の人権研修会へ

人権教育指導員を派遣。 

人権教育指導員派遣回数

55 回。 

 

できるよう支援した。 

（課題） 

新型コロナウイルス感

染症の影響で人権教育指

導員の派遣が少なかった

が、今後の感染状況を見据

え、人権教育指導員の派遣

を増やせるよう、各種団体

に働きかけていく。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1) 

 

（３）市職員等に対する研修 

所管課 研修厚生課 

実施施策 632 人材育成 

事務事業 632020 職員研修事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・新規採用職員対象で人権研

修を実施（4月・7月・9月）。 

・職場人権研修を実施（各職

場にて 7 月～3 月に 1 回以上

実施）。 

・階層別研修（新任主任・新

任主査対象）で人権研修を実

施（8 月・3 月）。 

（成果） 

階層別研修と各職場で

の人権研修を実施するこ

とで、幅広い職員におい

て、人権意識・知識の向上

を図ることができた。 

（課題） 

各回の内容をどのよう

に設定するか検討が必要

である。 

階層別や各職場での

人権研修において、同

和・人権・平和課と内容

や実施方法を調整しな

がら実施し、職員の人権

意識・知識の向上を図

る。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(4) 

 

所管課 学校指導課 

実施施策 244 教職員の資質向上 

事務事業 244030 教職員指導力研修等事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 
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・各小中特別支援学校人権教

育担当者と総合教育センター

合同開催の人権教育研修会の

実施（7月）。 

・中学校ブロック別人権研修

会の実施。 

・東中ブロック：研修会(情報

モラル、多文化共生、SNSにつ

いて)、授業（国際理解） 

・西中ブロック ：研修会（部

落差別問題、ゲートキーパー、

学級づくり) 

・南中ブロック：授業参観（平

和学習）、研修会（性の多様性、

情報モラル） 

・北中ブロック：研修会（多

文化共生、性の多様性、情報

モラル） 

・天中ブロック：研修会（障

がいのある人の人権、情報モ

ラル、性の多様性等） 

・松中ブロック：授業参観(障

がいのある人の人権、多文化

共生等)研修会(性の多様性) 

・荒中ブロック：研修会(性犯

罪・性暴力、部落差別 性の

多様性、情報モラル)など 

・笹中ブロック：研修会(部落

差別、情報モラル、コロナ差

別など） 

（成果） 

コロナ禍においても可

能な形で研修を実施する

ことができた。中学校ブロ

ック別の人権研修会にお

いては、各小中学校の状況

に応じた研修内容を主体

的に設定・実施し、人権意

識・知識の向上を図ること

ができた。 

（課題） 

様々な人権課題につい

て研修を進めることがで

きるように、今後も関係課

等で連携する必要がある。 

関係課等と連携しな

がら、様々な人権課題の

解決に向けて、人権教

育・啓発の推進につなが

る研修を実施する。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(4) 

 

所管課 幼児教育推進課 

実施施策 244 教職員の資質向上 

事務事業 244030 教職員指導力研修等事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・伊丹市人権・同和教育研究 (成果) 伊丹市人権・同和教育
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協議会就学前教育部会の全体

研修会は、新型コロナウイル

ス感染状況を鑑み中止。 

・公立認定こども園、公立幼

稚園および公立保育所(園)で

は、部落差別問題や子どもの

人権等について学び、自らを

振り返り、人権意識の見直し

にのため、各々で職場人権研

修を実施。 

コロナ禍においても、各

園所で DVD や書面を活用

しての研修を実施し、人権

意識・知識の向上を図るこ

とができた。 

(課題) 

各園所単独で研修を行

う際、自らを振り返り考え

ることを促せるような、担

当者のファシリテーショ

ンスキルの育成が課題で

ある。 

研究協議会就学前教育

部会各ブロックにおい

て、ブロック長を中心に

効果的な研修方法や題

材などについて情報交

換を行う。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(4) 

 

所管課 総合教育センター 

実施施策 244 教職員の資質向上 

事務事業 244030 教職員指導力研修等事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・新規採用教員等人権教育研

修を 2回実施（参加者 223人）

した他、人権教育研修会とし

て講演会(参加者 73 人)を開

催。 

（成果） 

教職員の人権意識・知識

向上のため、多様な研修を

実施し、人権意識・知識の

向上を図ることができた。 

（課題） 

今後も継続的に、教員の

資質を高めていく必要が

ある。 

多様な人権問題を取

り上げた研修を実施し

ていく。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(4) 

 

所管課 同和・人権・平和課 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271020 人権教育・啓発推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・様々な人権問題に関するパ （成果） 様々な人権問題に対
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ネル展（12月）を実施。 

・市民・職員向け人権啓発研

修会を実施（8、3月）。  

8 月 71人参加 

3 月 57人参加 

 

性の多様性、同和問題に

対する正しい理解を広げ、

人権意識・知識の向上を図

ることができた。 

（課題） 

性の多様性、同和問題の

現状と課題の理解の深化

のため、内容等の工夫が必

要である。 

する職員の理解の広が

りのため、多くの参加が

得られるよう、周知の工

夫を図る。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 
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５．総合的・効果的な推進等 

    本市における人権教育・啓発の着実な推進を図るため、伊丹市人権教育・啓発推進

に関する基本方針の見直しのための伊丹市人権教育・啓発施策審議会を設置し、伊丹

市人権教育・啓発推進会議との連携を図りながら、市方針案の作成や、パブリックコ

メントを実施し、広く市民意見を集約しました。 

    市民団体等と連携しながら、人権フェスティバルなどの各種事業を実施し、市民の

更なる人権意識の向上を図りました。 

 

（１）全庁的な推進体制 

所管課 同和・人権・平和課 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271010 人権施策推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

全庁的な体制で「伊丹市人

権教育・啓発推進に関する基

本方針」の推進を図るため、

以下の取組を実施。 

・市民意識や社会情勢の変化

などに適切に対応するため、

「伊丹市人権教育・啓発推進

に関する基本方針（平成22

（2010）年10月策定）」の見

直しのため、伊丹市人権教育・

啓発施策審議会を設置し、審

議会を開催（6回）。方針案の

作成やパブリックコメントを

実施。 

・基本方針に基づく年次報告

書「伊丹市人権教育・啓発白

書」を作成し、市長を本部長

とする伊丹市人権教育・啓発

推進本部に報告。 

（成果） 

 本市における人権教育・

啓発の着実な推進を図る

ため、方針案の作成やパブ

リックコメントを実施し、

広く市民意見を集約する

ことができた。 

（課題） 

新たな「伊丹市人権教

育・啓発推進に関する基本

方針」の周知及び着実な

PDCA サイクルが実施でき

る白書の様式の見直しが

課題である。 

 新たな基本方針の策

定及び啓発用の概要版

リーフレットや人権啓

発冊子の作成・配布を行

うとともに、PDCA サイク

ルが実施できるよう、白

書を改善し、事業を実施

していく。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 
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（２）関係機関等との連携・協力、市民の参画と協働 

所管課 人権教育室 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271020 人権教育・啓発推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

関係機関等の連駅・市民の

参画での人権教育・啓発を図

るため、以下の取組を実施。 

・市民等と連携し実施する人

権フェスティバルや差別を許

さない都市宣言市民集会、地

域における研修会などは、新

型コロナウイルス感染症の影

響により、一部の事業が中止

となったが、デジタルの活用

等・手法を工夫し、人権教育・

啓発を推進。 

（成果） 

 市民等との連携による

事業の実施や研修会の開

催を通じて、市民が主体的

に人権の意識づくりを行

うことができた。 

（課題） 

コロナ禍でも実施でき

る事業内容の工夫を図り、

市民へ啓発していく必要

がある。 

 コロナ禍においても

事業が実施できるよう

手法の工夫を図り、市民

団体との連携や市民が

参画・協働する取組を実

施していく。 

 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(3)、(4) 

 

（３）人権啓発センターの取組 

所管課 人権啓発センター 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271030 人権啓発センター管理運営事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

市民の人権意識を高めるた

め、以下の取組を実施。 

・あらゆる世代を対象とし

た、地域の人権啓発の拠点と

して各種事業を実施。 

・人権文化市民講座・啓発事

業（人権フェスティバル・人

権啓発パネル展等） 

・人権文化啓発等委託事業

（手作り給食会、人権生活相

談、伝統文化講座等） 

・児童館事業（ひだまりひろ

（成果） 

部落差別をはじめとし

た様々な人権課題につい

て、市民団体等と連携しな

がら、学び・語り合い・交

流する場を提供した。 

（課題） 

事業（イベント）内容の

充実だけではなく、来館者

がいつでも人権学習でき

る手法の拡充を検討する

必要がある。 

時代の流れに沿った

人権課題に焦点を当て

た事業の実施や、人権セ

ンター内に人権施策の

歴史等を学べる展示コ

ーナーを関係団体と協

働して設置する。 
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ば［未就学児］、ニコニコ広場

［小学生］、ワイワイ広場［中

学生］） 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(2)、(3)、(4) 

 

（４）内容・方法の充実 

所管課 人権教育室 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271020 人権教育・啓発推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

人権に対する市民の興味・

関心を育む手法として、以下

の取組を実施。 

・多くの市民が人権問題への

興味・関心を高めることを目

的とした、人権作文・標語・

ポスターの募集。応募数 作

文 5,354 編、標語 2,283 点、

ポスター931 点。 

・入選作品については「人権

週間記念作文集」に収録し、

幼児・児童・生徒を通じて家

庭へ配布する等、学習・研修

資料として積極的に活用。 

・人権ポスター・人権啓発標

語入賞作品展をことば蔵ギャ

ラリーにて開催。 

・部落問題について考える機

会として、市広報「広報いた

み」10 月から 12 月までの各

1 日号には、伊丹市人権教育

指導員のコラムを 3 回にわた

って連載。 

・人権教育指導員による「愉

しみなお出かけ」と題して、

教育広報紙「教育いたみ」の

「人権教育シリーズ」に掲載。 

（成果） 

 作文・標語・ポスターの

作成を通じて、様々な人権

問題への興味・関心を高め

るきっかけ作りを行った。

また、記念作文集や人権に

ついて考えた作品展示を

通じて市民への啓発を行

った。 

 部落問題に背を向けず、

差別と偏見をなくすため

に市広報掲載を通じて市

民への啓発の機会とした。 

（課題） 

 広く市民に周知啓発を

図っていく工夫が必要で

ある。 

 人権作文・標語・ポス

ターの募集や、部落問題

をはじめとする様々な

人権問題について、多く

の市民が人権問題への

興味・関心を高めること

ができるよう周知・啓発

する。 
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・伊丹市人権・同和教育研究

協議会による広報紙「ひかり」

を発行し、学校園等に啓発。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(2) 

人権擁護に関する基本的な方策 ― 

 

所管課 同和・人権・平和課 

実施施策 291 多文化共生・平和の推進 

事務事業 291050 平和啓発事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

人権に対する市民の興味・

関心を育む手法として、以下

の取組を実施。 

・夏の平和事業を取りまとめ

た、リーフレット「平和を考

える夏」を児童生徒に情報提

供した他、公共施設等に配布

（7月）。 

・「広報伊丹」への市民の戦争

体験の記事を掲載（8月）。 

・本市のカリヨンを世界平和

カリヨンに登録し、国際連合

が定める世界平和デーに新た

な平和の演奏会を実施。 

(成果) 

若い世代に平和事業を

周知するとともに、カリヨ

ンを用いて新たな平和事

業を行い、平和啓発を行う

ことができた。 

(課題) 

戦争体験者が、少なるな

る中、戦争体験、記憶を次

世代に継承することが課

題である。 

 戦争体験、平和意識の

継承を進めるため、平和

事業に若い世代に参加

してもらうことや、若い

世代への平和継承に関

する取組、紹介を行う。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1) 

 

所管課 同和・人権・平和課/人権啓発センター/人権教育室 

実施施策 271 人権教育・啓発の推進 

事務事業 271020 人権教育・啓発推進事業 

R3(2021)年度の主な取組 成果及び課題 課題を踏まえた

R4(2022)年度の取組 

・本市ホームページ上で、講

座やイベント情報、視聴覚教

材の一覧、人権ポスター入賞

作品を掲載する等の情報発

信。 

（成果） 

 市民に幅広く周知を行

い、人権教育・啓発を推進

することができた。 

（課題） 

 多くの市民が様々な

人権問題について知る

ことができるよう、幅広

く啓発する。 
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 広く市民への周知啓発

を図っていく工夫が必要

である。 

【参考】R４(2022)伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針に該当する基本的な方策 

人権教育・啓発の基本的な方策 (1)、(3) 

人権擁護に関する基本的な方策 (1)、(3) 
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